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医療介護総合確保促進法に基づく 

 鳥取県計画  
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（令和５年３月） 
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１．計画の基本的事項  
(1) 計画の基本的な考え方 

令和７ 年（２０２５ 年）にいわゆる「団塊の世代」が全て７５ 歳以上となる超高齢社

会を迎える中、鳥取県においては、老年人口割合が３２．３％（鳥取県人口移動調査（令

和元年７月１日現在））と高く、５０％を超える町もあるなど、高齢化が進行している状況

にある。  
こうした中で、県民一人一人が、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み

慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎えることができる環境を

整備していくことは喫緊の課題である。 
一方で、近年の医師・看護師不足により医師や看護師の負担は増大しており、医療従事

者の過重労働により地域の医療が維持されている現状では、一人の医師が辞めると地域の

医療が崩壊しかねない状況にある。また、高齢者の多くは、住み慣れた地域の中での療養

等を希望しており、地域での連携が一段と必要となっている。 
このことから、医療従事者等の負担軽減や、それぞれの地域の実情に応じた安心して暮ら

せるための医療と介護の連携が必要であり、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び

介護の提供体制を構築し、県民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持続

的に実現していく体制整備に向けた取組を進めていく。 

 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

鳥取県における医療介護総合確保区域については、県東部（鳥取市、岩美郡、八頭郡）、

県中部（倉吉市、東伯郡）、県西部（米子市、境港市、西伯郡、日野郡）地域とする。 
☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 
□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 
（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

■鳥取県全体 
 
１．目標 
鳥取県においては、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従

事者の確保と資質の向上等の課題を解決し、医療や介護が必要な者が、地域において安心

して生活できるよう以下を目標に設定する。 
 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

高齢化が進む中で医療機関が機能分担し、連携して必要な医療を適切な場所で提供

できる体制を整備する 
（ア）急性期医療だけでなく、回復期・慢性期の医療を提供 
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（イ）精神科医療をはじめ、入院医療から地域生活への移行を推進 
（ウ）医療機関（医科、歯科）、訪問看護ステーション、薬局、福祉サービスを行う   

機関の相互の連携を深め、災害時の連携にも対応 
 
【定量的な目標値】 
 ・おしどりネット患者登録数：6,701 件（R1）→8,500 件（R2） 

・急性期病床等から回復期病床への病床転換（R2：120 床） 

・慢性期機能の病床を令和５年までに 218 床減少 

 

※地域医療構想で記載する令和７年度の医療機能ごとの病床数（参考値） 

医療機能 
将来の病床数（参考値） 

（令和７年） 

現在の病床数 

（令和元年） 

高度急性期 583 床 867 床 

急性期 2,019 床 2,910 床 

回復期 2,137 床 1,309 床 

慢性期 1,157 床 1,731 床 

（病床機能報告（各年 7月 1日現在）） 

（令和４年度計画） 

・慢性期機能の病床を令和５年までに 218 床減少 

・急性期病床等から回復期病床への病床転換（R4：210 床） 

 
②  居宅等における医療の提供に関する目標 

希望すれば在宅で療養できる地域の実現に向け、在宅医療（歯科・薬科を含む。）

を推進する。 
    （ア）在宅医療を調整する拠点を整備し、在宅医療を提供する機関の連携や多職種の

連携を強化（ただし、市町村の範囲を超える事業が対象） 
    （イ）在宅医療を担う機関を整備・充実するとともに、人材を確保・育成 
    （ウ）かかりつけ医を持つこと、医療機関の機能分担、在宅医療などを住民へ啓発 
 
 【定量的な目標値】 

・訪問診療を実施する診療所・病院数：169 か所（R1）→195 か所（R2） 

・訪問診療実施件数：5,814 件（H29）→6,006 件（R2） 

※H29 の実施件数は医療施設調査（H29 年 9 月実績）に基づく。 

・在宅看取りを実施している診療所・病院数：35 か所（H29）→38 か所（R2） 

・在宅療養支援歯科診療所：65 か所（R1）→67 か所（R2） 

・県内就業看護職員数：9,954 人（H30）→10,228 人（R4） 

・県内訪問看護師数：328 人（H30）→448 人（R4） 

（令和３年度計画） 

・県内就業看護職員数：10,234 人（R2）→10,314 人（R3） 

・県内訪問看護師数：347 人（R2）→427 人（R4） 

（令和４年度計画） 

・訪問診療を実施する診療所・病院数：172 か所（R2）→195 か所（R5） 

  ※令和４年度：186 か所 
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・訪問診療実施件数：7,970 件（R2）→8,170 件（R5） 

 ※令和４年度：8,070 件 

・在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数：262 か所（R3）→265 か所（R5） 

 ※令和４年度：263 か所 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情に応じた地域密着型サービス施

設等の整備を行う。 
 
（ア）地域密着型サービス施設等の整備への助成 
（イ）（ア）の開設準備経費等への支援 
（ウ）既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修 
（９０床） 

（エ）特別養護老人ホーム等を１施設創設することを条件に、広域型施設１施設の

大規模修繕 

（オ）介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事業及びＩＣ

Ｔ導入支援事業において対象となっている機器等を導入 

（カ）介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家

族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備 

（キ）介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に陰圧装置を

設置 

（ク）介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤務する職員

の宿舎を整備 

（ケ）介護施設等へ消毒液等を配布 

（コ）高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 

 

【定量的な目標値】     
   ・認知症高齢者グループホーム 

<県東部>３６０人（３１カ所）→３９６人（３３カ所） 
<県中部>４９５人（３１カ所）→５３１人（３３カ所） 
<県西部>６０３人（３８カ所）→６２１人（３９カ所） 

   ・小規模多機能型居宅介護事業所 
＜県東部＞８８４人／月分（３５カ所）→９１３人／月分（３６カ所） 
<県中部>２７８人／月分（１０カ所）→３３６人／月分（１２カ所） 
<県西部>５０１人／月分（２０カ所）→５５９人／月分（２２カ所） 

   ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 
<県中部>２カ所→４カ所 

   ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

<県東部>０カ所→１カ所 
   ・特別養護老人ホーム１か所 

<県西部>０カ所→１カ所 
・介護予防拠点１か所 

<県西部>０カ所→１カ所 
・介護付きホーム１か所 
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<県東部>０カ所→１カ所 
・既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修（９０

床整備） 
・特別養護老人ホーム等を１施設創設することを条件に、広域型施設１施設の大規模

修繕（２カ所） 
・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事業及びＩＣＴ導

入支援事業において対象となっている機器等を導入（２カ所） 
・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等

の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備（１カ所） 
・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に陰圧装置を設置

（１１カ所） 
・介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤務する職員の宿

舎を整備（１カ所） 
・介護施設等へ消毒液等を配布 
・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
継続した医療提供体制の確保に向け、質の高い医療人材の育成・定着を進める。 

    （ア）質の高い医療人材を養成・確保 
    （イ）高度・多様化する医療に対応できる医療人材のキャリア形成 
    （ウ）就労環境の整備・改善などにより医療従事者等の負担軽減及び定着促進 
 
 【定量的な目標値】 

・産科・産婦人科・婦人科医師数：67 名（H30）→69 名（R2） 

・分娩を取り扱う医師数：64 名（H30）→66 名（R2） 

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数：42 名(R1)→50 名(R2) 

・分娩を取り扱う産科医療機関数の維持：18 施設(R1)→18 施設(R2) 

・NICU 専任医師数の維持：27.3 名（R1）→27.3 名（R2） 

・手当支給施設の新生児医療担当医師数の維持：27.3 名（R1）→27.3 名（R2） 

・県内病院の女性医師数：166 人(R1)→174 人(R2)  

・新人看護職員の離職率の低下 5.7%（R1）→4.2%（R2） 

・県内就業看護職員数 9,954 人（H30）→10,228 人（R4） 

・県内養成施設の卒業生の県内就業率 64.4％（R1）→70.0％（R2） 

・医師の時間外勤務の縮減 １人あたり 550 時間／年以内（R1：608 時間／年） 

・看護職員（40 歳未満）の離職率の低下：7.5%（R1）→7.1%（R2） 

・MCLS 及び ETS インストラクター数 114 名（H30）→117 名（R2） 

・病院勤務医師数の増加 1,137 人（R1）→1,171 人（R2） 

・小児初期救急医療機関の受診者数 18,457 人(R1)→20,500 人(R2) 

（出典：小児救急医療体制の現況調べ） 

・二次救急医療機関の小児救急患者受入状況 

17,361 人（R1）→16,500 人（R2）  

（出典：小児救急医療体制の現況調べ） 

（令和３年度計画） 

・新人看護職員の離職率の低下 4.2%（R2）→4.1%（R3） 
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・県内の看護師数の増加：10,234 人（R2）→10,314 人（R4） 

・看護職員の離職率の低下：7.4%（R2）→7.3％（R3） 

  （令和４年度計画） 

   ・補助対象施設における医師の時間外勤務時間：１人あたり 582.84 時間／年以内 

（令和５年度計画） 

・分娩を取り扱う医療機関数の維持：１５施設（R4）→１５施設（R5） 

・県内病院の女性医師数の増加：207 人（R4）→208 人以上（R5） 

・新人看護職員の離職率の低下：7.2%（R4）→7.1%以下（R5） 

・４疾病における死亡者数の減少（人口 10 万人あたり）：計 519 人（R4）→計 518 人 

以下（R5） 

 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

    鳥取県においては、介護職員の増加（１９０人）を目標とする。その際、労働市場

の動向や介護分野への定着状況を踏まえ、特に介護未経験者に対する介護や介護の

仕事に対する理解促進、介護分野への高年齢者層の参入促進及び介護職員の離職防

止等の対策を進める。 
  ・介護の入門的研修の開催 受講者６０人 

  ・介護助手制度の導入支援 ２０事業所 

 
２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和６年３月３１日 
 
■県東部 

 

１．目標 
県東部では、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従事者

の確保と資質の向上等の課題が存在しており、これらの課題の解決に向け精力的に取り

組む。 
  
※目標値については、地域保健医療協議会、地域医療構想調整会議において検討 
 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

      ・地域医療構想で記載する令和７年度の医療機能ごとの病床数（参考値） 

医療機能 

将来の病床数（参考

値） 

（令和７年） 

現在の病床数 

（令和元年） 

高度急性期 218 床 104 床 

急性期 740 床 1,256 床 

回復期 699 床 428 床 

慢性期 586 床 803 床 

（病床機能報告（各年 7月 1日現在）） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 
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地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情に応じた地域密着型サービス施

設等の整備を行う。 
・地域密着型サービス施設等の整備（認知症高齢者グループホーム２カ所、小規模

多機能型居宅介護事業所１カ所、看護小規模多機能型居宅介護事業所１カ所、介

護付きホーム１カ所） 
・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に陰圧装置を設置

する（１カ所） 

・介護施設等へ消毒液等を配布 

  ・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 

 
２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和６年３月３１日 
 
■県中部 

 

１．目標 
県中部では、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従事者

の確保と資質の向上等の課題が存在しており、これらの課題の解決に向け精力的に取り

組む。 
  
※目標値については、地域保健医療協議会、地域医療構想調整会議において検討 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
      ・地域医療構想で記載する令和７年度の医療機能ごとの病床数（参考値） 

医療機能 

将来の病床数（参考

値） 

（令和７年） 

現在の病床数 

（令和元年） 

高度急性期 83 床 106 床 

急性期 402 床 420 床 

回復期 449 床 446 床 

慢性期 224 床 275 床 

（病床機能報告（各年 7月 1日現在）） 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情に応じた地域密着型サービス施

設等の整備を行う。 
・地域密着型サービス施設等の整備（認知症高齢者グループホーム２カ所、小規模

多機能型居宅介護事業所２カ所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所２カ

所） 
・既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修（１６

床） 
・特別養護老人ホーム等を１施設創設することを条件に、広域型施設１施設の大規 

模修繕（１カ所） 
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・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事業及びＩＣＴ導

入支援事業において対象となっている機器等を導入（１カ所） 

・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に陰圧装置を設置 

（２カ所） 

・介護施設等へ消毒液等を配布 

・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 
 
④ 医療従事者の確保に関する目標 

・初期研修医受入数：２人（R1.4）→４人（R3.4） 

 
２．計画期間 

  令和２年４月１日～令和６年３月３１日 
 
 

■県西部 

 

１．目標 
県西部では、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従事者

の確保と資質の向上等の課題が存在しており、これらの課題の解決に向け精力的に取り

組む。 
  
※目標値については、地域保健医療協議会、地域医療構想調整会議において検討 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
      ・地域医療構想で記載する令和７年度の医療機能ごとの病床数（参考値） 

医療機能 
将来の病床数（参考値） 

（令和７年） 

現在の病床数 

（令和元年） 

高度急性期 282 床 657 床 

急性期 877 床 1,234 床 

回復期 989 床 435 床 

慢性期 347 床 653 床 

（病床機能報告（各年 7月 1日現在）） 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情に応じた地域密着型サービス施

設等の整備を行う。 
・地域密着型サービス施設等の整備への助成（認知症高齢者グループホーム１カ

所、小規模多機能型居宅介護事業所２カ所、特別養護老人ホーム１カ所、介護予

防拠点１カ所） 
・既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修（７

４床） 
・特別養護老人ホーム等を１施設創設することを条件に、広域型施設１施設の大規

模修繕（１カ所） 
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・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援事業及びＩＣＴ

導入支援事業において対象となっている機器等を導入（１カ所） 

・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族

等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備（１

カ所） 

・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に陰圧装置を設

置（８カ所） 

・介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤務する職員の

宿舎を整備（１カ所） 

・介護施設等へ消毒液等を配布 

・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 
 
２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和６年３月３１日 
 

（注）目標の設定に当たっては、医療計画、介護保険事業支援計画等を踏まえ、アウトプ 

   ット・アウトカムに着目したできる限り定量的な視点による目標設定を行うこと。 

 

(4) 目標の達成状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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２．事業の評価方法  
(1) 関係者からの意見聴取の方法 

【医療】 
令和元年 

１２月２日  西部圏域地域医療構想調整会議の開催 
→ 令和２年度基金の事業メニュー等について審議 
（地域医療構想を推進するために西部圏域として必要な事業の検討） 

１２月６日  中部圏域地域医療構想調整会議の開催 
→ 令和２年度基金の事業メニュー等について審議 
（地域医療構想を推進するために中部圏域として必要な事業の検討） 

１２月９日  鳥取県地域医療対策協議会の開催 
→ 令和２年度基金の実施方針等について審議 

１２月２０日 鳥取県医療審議会の開催 
→ 令和２年度基金の実施方針等について審議 

１２月２４日 令和２年度基金事業の要望照会実施 
県内各事業者（県・地区医師会、県・地区歯科医師会、県薬剤師会、

県看護協会、県助産師会、県理学療法士会、県作業療法士会、県言語

聴覚士会、養成施設、病院、訪問看護事業所、産科診療所、市町村等） 
令和２年 

３月１１日 東部圏域地域医療構想調整会議の開催 
→ 地域医療構想を推進するために東部圏域として必要な事業の検討 

３月１１日 鳥取県地域医療対策協議会の開催（国への要望事業・要望額を決定） 
３月１８日 鳥取県医療審議会の開催（国への要望事業・要望額を決定） 
 

【介護】 
平成元年 

９月～   令和２年度基金事業（施設整備分）に係る市町村、介護施設等の要望の

照会・とりまとめ（～令和元年 10 月）（照会先：各市町村、指定介護老

人福祉施設、介護老人保健施設等） 

１０月２１日 鳥取県介護人材確保対策協議会開催（各団体等の課題、取組状況、令和

２年度重点取組事業等の意見聴取） 

１１月～  令和２年度基金事業（介護従事者確保分）に係る市町村、事業者団体等

の要望の照会・とりまとめ（～令和元年 12 月）（照会先：介護福祉士会、

作業療法士会、理学療法士会、介護労働安定センター、看護協会、日本

認知症グループホーム協会、社会福祉協議会、介護支援専門員連絡協議

会、言語聴覚士会、社会福祉施設経営者協議会、小規模多機能型居宅介

護事業所連絡会、民間介護事業者協議会、老人福祉施設協議会、老人保

健施設協会、介護福祉士養成施設、介護保険者等） 

令和２年 
６月 ４日 鳥取県介護人材確保対策協議会委員から第１次補助金採択事業について

の意見聴取 
８月１１日 鳥取県介護人材確保対策協議会委員から第２次補助金採択事業につい 
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ての意見聴取 
※令和２年３月２３日に鳥取県介護人材確保対策協議会を開催予定であったが、新型

コロナウィルスの影響を考慮し中止 
 
 

(2) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、鳥取県医療審議会、鳥取県地域医療対策協議会等の意見

を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行うことなどにより、計画を推進してい

く。 
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３．計画に基づき実施する事業 
 事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

       設備の整備に関する事業 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.１（医療分）】 

医療情報ネットワーク整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

27,728 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 ＮＰＯ法人鳥取県医療連携ネットワークシステム協議会等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

○地域医療構想に掲げるICTを活用した医療連携体制を構築するため、

鳥取大学医学部附属病院が整備している電子カルテの相互参照シス

テム「おしどりネット」を通じた医療機関同士の連携強化を図り、病

床の機能分化・連携を推進することとしている。 

○鳥取県内には４３病院あるが、「おしどりネット」への参加病院は１

９病院に留まっていることなど、県民の医療基盤として活用される

よう、利用者の利便性向上を図ることで、参加医療機関及び登録患者

数を増やす必要がある。 

アウトカム指標 

・おしどりネット患者登録数： 

４，７９０件（平成３０年度末）→８，５００件（令和２年度末） 

事業の内容 医療機関同士の電子カルテの相互参照システム「おしどりネット」の

運営及び医療機関が「おしどりネット」への参加を目的とした患者情

報を電子的に管理するシステム整備等を行うために必要な経費を補助

する。 

アウトプット指標 「おしどりネット」の参加医療機関数： 
６８機関（平成３０年度末）→１１５機関（令和２年度末） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

医療情報ネットワークを使った医療連携を推進することで、医療機関

同士の連携を強化し、病床の機能分化・連携を推進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

27,728 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

9,918 

基金 国（Ａ） (千円) 

15,548 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,774 

民 (千円) 

5,630 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

23,322 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 
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4,406 0 

備考  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関

する事業 

事業名 【No.２（医療分）】 

精神科医療機関機能分化推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

56,465 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部 

事業の実施主体 渡辺病院、ウェルフェア北園渡辺病院 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

○徘徊、妄想などの症状や身体合併症等を有する精神疾患患者については、

精神病床だけでなく、一般病床において受け入れているケースがあるが

対応に苦慮している実態がある。 

○本県における認知症高齢者数は 21,000 人程度と推計され、増加傾向にあ

るが、今後さらに高齢者人口が増加していく中で、認知症を含む精神疾

患患者への対応・受入体制づくりを進めていくことが求められている。 

○東部圏域においては、精神科医療機関である渡辺病院及びウェルフェア

北園渡辺病院において、認知症や身体合併症等を有する精神疾患患者の

受入れやその家族を支える医療機関としての役割を担っており、平成 31

年に認知症疾患療養病棟から認知対応型介護医療院へ転換するなど取り

組みを進めているところ。 

○渡辺病院及びウェルフェア北園渡辺病院において、身体合併症や認知症

患者の受け入れ、在宅復帰支援等に必要な施設・設備整備を行うことに

より、認知症患者等の受入体制強化を図ることで、精神科の病床以外で

受け入れている精神疾患患者等の受け入れ、長期に渡る入院患者の在宅

移行を推し進め、精神科医療機関の病床機能強化・分化を推進する。 

アウトカム指標：病床機能の分化・連携を進めるため、急性期病床等から回

復期病床への病床転換を行う。（Ｒ２：１２０床） 

事業の内容  精神科長期療養患者の地域移行を進め、認知症等医療を行う医療機関の

機能分化を図るため、身体合併症や認知症患者の受入れ、認知症の増悪予

防に取り組む機能の充実等に対して補助する。 

アウトプット指標 精神科医療機関の施設・設備整備：２病院 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

徘徊、妄想などの症状や身体合併症を有する精神疾患患者への対応・受入

体制の強化、集約化を図っていくことで、適時・適切な医療を提供すること

で可能な限り地域生活への移行を進めるとともに、一般病床を有する医療

機関における同患者の急性期の受け入れが減少することにより、一般病床

を有する医療機関の病床機能について、急性期から回復期等への転換が進

む。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

56,465 

基金充当額 

（国費） 

における 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 
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18,822 公民の別  

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,410 

民 (千円) 

18,822 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

28,232 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

28,233 

備考  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関

する事業 

事業名 【No.３（医療分）】 

地域医療支援病院・がん診療連携拠点病院等の患

者に対する歯科保健医療推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,500 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県西部 

事業の実施主体 山陰労災病院等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後、増加が見込まれる高齢の入院患者の早期回復等を図り、入院患者の地

域生活への移行を円滑に推進するため、入院患者に対する歯科医療（口腔ケ

ア）の充実が必要。 

アウトカム指標：慢性期機能の病床を令和５年までに２１８床減少 

（令和４年度計画） 

慢性期機能の病床を令和５年までに２１８床減少 

事業の内容 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する口腔機能の向

上を図るため、歯科診療に必要な設備整備に対して補助する。 

アウトプット指標 設備整備医療機関数:２病院 

（令和４年度計画） 

設備整備医療機関数:２病院 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科医療（口

腔ケア）の充実を図り、がん患者への十分な歯科治療の提供や高齢の入院患

者の早期回復を図り地域生活への移行を推進することで、病床の機能分化・

連携を進める。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,500 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

3,066 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,066 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,534 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,600 

うち受託事業等 

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

6,900 

備考 基金における支払見込額 

R2：3,855 千円、R4：745 千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関

する事業 

事業名 【No.４（医療分）】 

急性期医療提供体制強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

195,803 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 救急医療機関 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

急性期医療の提供が不足している分野又は地域における医療提供体制の強

化 

アウトカム指標：病床機能の分化・連携を進めるため、急性期病床等から回

復期病床への病床転換を行う。（Ｒ２：１２０床） 

※Ｒ１実績：５２床 

事業の内容 急性心筋梗塞等の医療機能が不足している救急医療分野や在宅移行に伴う

在宅患者の急性増悪時の受入体制が不十分な地域などにおいて、将来各医

療機関が担う予定である急性期機能を補うための機器等の整備に対して補

助する。 

アウトプット指標 設備整備医療機関数：１０病院 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

急性期医療の提供が不足している分野又は地域の医療提供体制を充実させ

ることにより、急性期医療を担っている地域の他の医療機関の病床機能に

ついて、急性期から回復期等への転換が進む。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

195,803 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

26,413 

基金 国（Ａ） (千円) 

39,008 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

19,505 

民 (千円) 

12,595 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

58,513 

うち受託事業等 

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

137,290 

備考  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関

する事業 

事業名 【No.５（医療分）】 

病床の機能分化・連携推進基盤整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

361,907 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 尾崎病院、県立厚生病院等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

２０２５年に向けて急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービ

スを地域において総合的に確保していくため、病床の機能分化及び連携を

進める必要がある。 

アウトカム指標：病床機能の分化・連携を進めるため、急性期病床から回復

期病床等への病床転換を行う。（Ｒ２：１２０床） 

※Ｒ１実績：５２床 

（令和４年度計画） 

急性期病床から回復期病床等への病床転換を行う。（Ｒ４：２１０床） 

事業の内容 病床機能の転換に対する施設設備整備への支援を行うとともに、病床の機

能分化を推進するため、各医療機関の役割分担を明確にし、医療機関が将

来の医療機能を自主的に判断するための検討材料を提供するための分析調

査を行う。 
また、地域医療介護総合確保基金の活用方法、必要な医療機能の在り方等

を協議する地域医療構想調整会議へ助言を行うため、アドバイザーを派遣

する。 

アウトプット指標 病床転換及びそれに伴う施設・設備整備：３病院 

（令和４年度） 

病床転換及びそれに伴う施設・設備整備：１病院 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

当該整備の実施により、医療資源の効率的な活用が可能となり、地域医療構

想達成に向けて必要とされる回復期機能等の病床の整備促進につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

361,907 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

46,541 

基金 国（Ａ） (千円) 

122,208 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

61,104 

民 (千円) 

75,667 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

183,312 

うち受託事業等 

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

178,595 

備考 基金における支払見込額 

R2：18,629 千円、R3：12,977 千円、R4 以降：151,706 千円 
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事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 
 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.６（医療分）】 

在宅医療連携拠点事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,079 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 地区医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後の高齢化の進展や地域医療構想の推進に伴い、高齢患者の増加、在宅

医療の需要の増加が見込まれるため、医療と介護の連携を図り、受け皿と

しての在宅医療の提供体制の確保、更なる充実を図る必要がある。 

アウトカム指標 

・訪問診療を実施する診療所・病院数：169 か所（R1）→195 か所（R2） 

事業の内容 在宅医療を提供する機関が連携するための圏域内での調整・支援、地域の

医療・介護関係者による協議の場の定期開催、地域の医療・介護資源の機

能等の把握・情報提供や地域包括支援センター等との連携など、連携拠点

として在宅医療を推進するための取組を支援する。 

アウトプット指標 ・在宅医療に関する協議会・講演会等の開催：３５回 
・地域連携パス推進に関する協議会等の開催：１９回 
・在宅医療に係る機器の貸出回数：１８回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療連携拠点が中心となり、在宅医療への理解促進、医療と介護の連

携や、在宅医療に取り組む医療機関を増やす取組みなど、在宅医療に取り

組みやすい体制づくりを進めることで、在宅医療の提供体制の充実が図ら

れる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,079 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,386 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,693 

民 (千円) 

7,386 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

11,079 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考 基金における支払見込額 

R2：11,079 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.７（医療分）】 

在宅医療を推進するための多職種連携等研修事

業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,107 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 県薬剤師会、県リハビリテーション専門職連絡協議会等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後の在宅医療患者の増加に対応するためには、在宅医療に関する理解、

在宅医療関係の多職種により意見交換、課題共有など医療と介護の連携や

各専門職の質の向上等を進める必要がある。 

アウトカム指標 

・訪問診療実施件数：5,814 件（H29）→6,006 件（R2） 

・在宅看取りを実施している診療所・病院数：35か所（H29）→38 か所（R2） 

（令和４年度） 

・訪問診療を実施する診療所・病院数：172 か所（R2）→195 か所（R5） 

 ※令和４年度：186 か所 

・訪問診療実施件数：7,970 件（R2）→8,170 件（R5） 

 ※令和４年度：8,070 件 

・在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数：262 か所（R3）→265 か所（R5） 

 ※令和４年度：263 か所 

事業の内容 在宅医療関係者の多職種連携研修や各専門職の質の向上に資する研修、医

療介護連携を支える人材を養成するための研修、在宅医療の普及啓発に関

する研修の実施に必要な経費に対する支援を行う。 

アウトプット指標 多職種連携、各専門職の資質向上等の研修延べ受講者：1,000 人 

（令和４年度） 

・在宅医療に関する講演会等の参加者数：100 名（R4) 

・多職種連携、各専門職の資質向上等の研修延べ受講者：1,000 人（R4） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療に係る人材育成、連携等が図られることで、患者の地域移行が円

滑に進むとともに、受け皿となる在宅医療の提供体制が充実する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,107 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

1,237 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,404 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,703 

民 (千円) 

2,167 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,107 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考 R4：5,107 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.８（医療分）】 

在宅歯科医療拠点・支援体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

16,452 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県歯科医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

在宅療養者は、口腔の健康等を保つことが困難であり、歯科治療が必要で

あるにも関わらず歯科治療を受診する方が少ない。訪問歯科診療の広報・

啓発を行うとともに、訪問歯科診療希望者の窓口の充実、機器等の整備及

び訪問歯科衛生士の養成支援を行う必要がある。 

アウトカム指標 

在宅療養支援歯科診療所：６５か所（R1）→６７か所（R2） 

事業の内容 在宅歯科医療に係る患者、歯科医療機関との調整、相談業務等の在宅歯科

医療の提供に資する取組を行う在宅歯科医療連携室の運営に対して補助す

る。また、通院が困難な在宅患者の元に訪問し、口腔ケアの指導等に従事

する歯科衛生士を養成するため、必要な研修の実施に係る支援を行う。 

アウトプット指標 ・訪問歯科実施件数：５００件（Ｒ２年度） 
・在宅歯科医療連携に関する相談件数：１３０件（Ｒ２年度） 
・在宅歯科医療機器の貸出件数：３件（Ｒ２年度） 
・在宅歯科医療研修会延ベ受講者数：４７０名（Ｒ２年度） 
・訪問歯科衛生士養成研修会延ベ受講者数：１００名（Ｒ２年度） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅歯科に係る人材育成、患者からの相談業務、歯科医療機関との調整等

を行うことで、在宅歯科医療に係る提供体制の強化を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

16,452 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,968 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,484 

民 (千円) 

10,968 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

16,452 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考 基金における支払見込額 

R2：16,452 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.９（医療分）】 
在宅医療推進事業 

【総事業費】 

（計画期間の総額）】 

5,277 千円 
事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 ささ木在宅ケアクリニック、博愛こども発達・在宅支援クリニック等 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者に対して、適切な医療サービスが供給で

きるよう在宅医療にかかる提供体制の強化が必要。 

アウトカム指標 
・訪問診療の実施件数 H26：5,510 件 → H32：6,006 件 

※H26 の実施件数は医療施設調査（H26年 9 月実績）に基づく。 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

事業の内容 訪問看護・在宅医療の充実、精神科在宅復帰等を推進するため、訪問診療、

訪問看護、リハビリテーション等に必要な施設・設備整備を行う。 

アウトプット指標 在宅医療の提供体制の充実を図る医療機関への支援数（６カ所／年） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療にかかる提供体制の強化を図ることで、増加が見込まれる在宅患

者に対して、適切な医療サービスが供給できる。 

事業に要する費用の額 金

額  

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
 (千円) 

5,277 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ）  (千円) 

1,449 

都道府県 

（Ｂ） 
 (千円) 

725 

民  (千円) 

1,449 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,174 

うち受託事業等 

（再掲） 

 (千円) 

0 

その他（Ｃ）  (千円) 

3,103 

備考  

 
  



 

23 
 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１０（医療分）】 

訪問看護師確保支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

81,488 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 県立中央病院、鳥取生協病院、境港総合病院等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

○今後高齢化の進展に応じて、需要増が見込まれる在宅医療や看取りに関

わる看護職員、医療の高度化・専門化に対応できる質の高い看護職員の

育成・確保が必要。特に小規模な事業所（訪問看護等）については、職

員数も少ないため、現任教育や新任教育をうける体制が整いにくく、資

質の向上が図りにくい。 

○また、緊急対応など２４時間対応体制が必要な医療依存度の高い利用者

などに対応するため、夜間・休日においても緊急呼出待機の体制が取ら

れているが、現在の２４時間３６５日の訪問看護対応体制が継続するよ

う処遇改善を図る必要がある。 

アウトカム指標 

・県内就業看護職員数：9,954 人（H30）→10,228 人（R4） 

・県内訪問看護師数：328 人（H30）→448 人（R4） 

（令和３年度計画） 

・県内就業看護職員数：10,234 人（R2）→10,314 人（R3） 

・県内訪問看護師数：347 人（R2）→427人（R4） 

事業の内容 ・看護職員のスキルアップの一環として、訪問看護職員養成講習会に看護

職員を参加させる施設に対する受講者の人件費を助成する。 
・週 24 時間以上勤務する新人訪問看護師を新たに雇用し、新人訪問看護

師に同行する（先輩）看護師の人件費を助成する。 
・訪問看護の救急呼出（オンコール）に備えて看護師が自宅等において待

機した場合の手当（待機手当）を支給する事業所に対して経費を助成す

る。 

アウトプット指標 ・訪問看護職員養成講習会参加者数：２５人（R2） 

・訪問看護師待機手当を支給する事業所数：４６事業所（R2） 

（令和３年度計画） 

・訪問看護職員養成講習会参加者数：１９人（R3） 

・訪問看護師待機手当を支給する事業所数：４７事業所（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

訪問看護師の養成や処遇改善を行うことで、質の高い看護職員の確保及び

定着を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

81,488 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

1,512 

基金 国（Ａ） (千円) 

35,626 

都道府県 (千円) 民 (千円) 
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（Ｂ） 17,813 34,114 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

53,439 

うち受託事業等 

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

28,049 

備考 基金における支払見込額 

R2：29,227 千円、R3：24,212 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１１（医療分）】 

訪問看護支援センター事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,995 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

在宅医療の需要の増加が見込まれる中、訪問看護サービスの安定的供給及

び在宅医療の推進体制の強化を図り、不足する訪問看護師を確保できるよ

うにするためには、訪問看護事業に係る人材育成、経営支援、普及活動等

への支援が必要。 

アウトカム指標 

県内訪問看護師数：328 人（H30）→448人（R4） 

事業の内容 人材育成機能、経営支援機能、普及活動機能を備えた鳥取県訪問看護支

援センターの運営を公益社団法人鳥取県看護協会に委託する。 

アウトプット指標 ・訪問看護師養成講習会受講者：２０人 
・フォローアップ講座受講者：１２０人 
・訪問看護出前講座：２０回 
・訪問看護ステーションの経営支援：２０か所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

新規の訪問看護師養成、既に訪問看護師として従事している看護師のキャ

リアアップ、訪問看護ステーションの経営支援により、訪問看護師数の増

加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,995 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,997 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,998 

民 (千円) 

7,997 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

11,995 

うち受託事業等 

（再掲） 

(千円) 

7,997 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考 基金における支払見込額 

R2：11,995 千円 
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事業区分３：介護施設等の整備に関する事業 

 
事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 
鳥取県地域医療介護総合確保基金（施設整備）補

助金 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

966,179 千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県東部、中部、西部 

事業の実施主体 鳥取市、倉吉市、米子市、伯耆町、社会福祉法人日翔会、社会医療法人仁

厚会、社会福祉法人敬仁会、社会福祉法人福生会、医療法人真誠会、社会

福祉法人こうほうえん、社会福祉法人やず、医療法人専仁会、社会福祉法

人信生会、医療法人真誠会、社会福祉法人真誠会、社会医療法人同愛会、

社会福祉法人博愛会、社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生会、医

療法人アスピオス、医療法人誠医会、医療法人佐々木医院、社会福祉法人

あすなろ会、株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ、メディ

カ・サポート株式会社 

事業の期間 令和２年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 
高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：住民にとって身近な日常生活圏域を単位として介護拠

点の整備を図り、地域包括ケアシステム構築を進める。 

事業の内容 介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う。 
 

① 地域密着型サービス施設等の整備への助成 
（小規模多機能型居宅介護事業所５カ所、認知症高齢者グループ

ホーム５カ所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所２カ

所、看護小規模多機能型居宅介護事業所１カ所、特別養護老人

ホーム１カ所、介護予防拠点１カ所、介護付きホーム１カ所） 
② ①の開設準備経費等への支援 
③ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護の

ための改修（９０床） 

④ 特別養護老人ホーム等を１施設創設することを条件に、広域型施

設１施設の大規模修繕（２カ所） 

⑤ 介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援

事業及びＩＣＴ導入支援事業において対象となっている機器等を

導入（２カ所） 

⑥ 介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、

看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施

設の改修、ベッド等の整備（１カ所） 

⑦ 介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等

に陰圧装置を設置（１１カ所） 

⑧ 介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に
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勤務する職員の宿舎を整備（１カ所） 

⑨ 介護施設等へ消毒液等を配布 
⑩高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 

 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備

等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整

備を促進する。 
  ・認知症高齢者グループホーム 

<県東部>３６０人（３１カ所）→３９６人（３３カ所） 
<県中部>４９５人（３１カ所）→５３１人（３３カ所） 
<県西部>６０３人（３８カ所）→６２１人（３９カ所） 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所 
<県東部>８８４人／月分（３５カ所）→９１３人／月分（３６カ

所） 
<県中部>２７８人／月分（１０カ所）→３３６人／月分（１２カ

所） 
<県西部>５０１人／月分（２０カ所）→５５９人／月分（２２カ

所） 
  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

<県中部>２カ所→４カ所 
  ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

<県東部>０カ所→１カ所 
  ・特別養護老人ホーム１カ所 

<県西部>０カ所→１カ所 
・介護予防拠点１カ所 

<県西部>０カ所→１カ所 

・介護付きホーム１カ所 

<県東部>０カ所→１カ所 

・既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護の 

ための改修（９０床整備） 

・特別養護老人ホーム等を１施設創設することを条件に、広域型施 

設１施設の大規模修繕（２カ所） 

・介護施設等で大規模修繕を実施する際に、介護ロボット導入支援    

事業及びＩＣＴ導入支援事業において対象となっている機器等を 

導入（２カ所） 

・介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看

取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設

の改修、ベッド等の整備（１カ所） 

・介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するため、居室等に  

陰圧装置を設置（１１カ所） 

・介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤

務する職員の宿舎を整備（１カ所） 

・介護施設等へ消毒液等を配布 

・高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 
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アウトカムとアウ

トプットの関連 
地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、地域密着型サービ

ス施設等の定員総数を増とする。 

事業に要する費用

の額 事業内容 
総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 

基金 
その他 
（Ｃ） 国（Ａ） 都道府県

（Ｂ） 

①地域密着型サ

ービス施設等の

整備 

 (千円) 

530,427 

(千円) 

353,618 

(千円) 

176,809 

(千円) 

 

②施設等の開

設・設置に必要

な準備経費 

(千円) 

220,038 

(千円) 

146,692 

 (千円) 

73,346 

(千円) 

 

③介護保険施設

等の整備に必要

な定期借地権設

定のための一時

金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

④介護サービス

の改善を図るた

めの既存施設等

の改修 

(千円) 

73,060 

(千円) 

48,707 

(千円) 

24,353 

(千円) 

 

⑤民有地マッチ

ング事業 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

(千円) 

 

⑥介護施設等に

おける新型コロ

ナウイルス感染

拡大防止対策支

援事業 

(千円) 

142,320 

(千円) 

94,880 

(千円) 

47,440 

(千円) 

 

⑦介護職員の宿

舎施設整備 

(千円) 

334 

 

(千円) 

222 

(千円) 

112 

(千円) 

 

金

額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 
(千円) 

966,179 

基金充当額 

（国費）に

おける公民

の別 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

644,119 

都道府県
（Ｂ） 

(千円) 

322,060 

民 (千円) 

644,119 

計（Ａ＋Ｂ） 
(千円) 

966,179 
うち受託事業

等（再掲）

(千円) 

 その他（Ｃ） 
(千円) 

0 

備考 令和２年度基金所要見込み額（国費）：２７５，３０３千円 

令和３年度基金所要見込み額（国費）：１４４，５５９千円 

令和４年度基金所用見込み額（国費）：１４６，３７６千円 

令和５年度基金所要見込み額（国費）： ７７，８８１千円 
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事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１２（医療分）】 

産科医等確保支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

39,627 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 分娩を取り扱う病院、診療所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

分娩を取り扱う産科医・助産師の処遇を改善し、その確保を図る必要があ

る。 

アウトカム指標 

・産科・産婦人科・婦人科医師数：67 名（H30）→69 名（R2） 

・分娩を取り扱う医師数：64 名（H30）→66 名（R2） 

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数：42 名(R1)→50 名(R2) 

事業の内容 産科医・助産師に対して支給する分娩手当の一部の補助を行う。また、有

床診療所においては、外部医師に帝王切開を依頼した場合に支給する手当

の一部を補助する。 

アウトプット指標 ・手当支給施設数：１３施設 

・手当支給者数：１６０人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

産科医・助産師に対して支給する分娩手当の一部の補助を行うことで、産

科医等を確保するための環境を整備し、分娩を取り扱う産科医師数の増加

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

39,627 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

3,042 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,238 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,619 

民 (千円) 

4,196 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

10,857 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

28,770 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１３（医療分）】 

助産師等待機手当支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,120 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 分娩を取り扱う病院、診療所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

時を選ばない分娩に対応するため、産科医療機関は夜間・休日において

も助産師・看護師を確保する必要があるが、他の診療科にはない勤務環

境の過酷さなどから確保が困難な状況がある。 

アウトカム指標 

分娩を取り扱う産科医療機関数の維持：１８施設（R1）→１８施設（R2） 

（令和５年度計画） 

分娩を取り扱う医療機関数の維持：１５施設（R4）→１５施設（R5） 

事業の内容 分娩の際の救急呼び出しに備えて、助産師・看護師が自宅等において

待機した場合に、待機１回につき手当を支給する医療機関に対し、そ

の一部を助成する。（なお、待機の日に実際に呼び出しのあった場合

は、その日を控除する。） 

アウトプット指標 助産師等待機手当支給件数：２，１００件 
（令和５年度計画） 
助産師等待機手当支給件数：８００件 

アウトカムとアウトプット

の関連 

助産師・看護師に対する待機手当の支給により、助産師等の勤務環境が

改善され、助産師等を確保するための環境が整備されることで、地域の

重要な医療資源である分娩を取り扱う産科医療機関の維持を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,120 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

913 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,615 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,307 

民 (千円) 

1,702 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,922 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

5,198 

備考 基金における支払見込額 

R2:1,922 千円、R5：2,000 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１４（医療分）】 

新生児医療担当医確保支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,529 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

職務の複雑さや就労環境等が特殊なことから小児科医師の負担が過重

となっており、医師不足が懸念されていることから、処遇改善を図る必

要がある。 

アウトカム指標 

・NICU 専任医師数の維持：27.3 名（R1）→27.3 名（R2） 

・手当支給施設の新生児医療担当医師数の維持：27.3 名（R1）→27.3

名（R2） 

事業の内容 ＮＩＣＵにおいて新生児を担当する医師の処遇改善を目的として支給

されるＮＩＣＵに入院する新生児に応じて支給される手当（新生児担

当医手当）を支給する医療機関に対して補助する。 

アウトプット指標 新生児医療担当医手当支給件数：１２５件 

アウトカムとアウトプット

の関連 

新生児医療担当医の処遇改善を行う医療機関を支援することにより、

医師の処遇改善を進めることで、確保が困難な新生児医療担当医師数

の維持を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,529 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

815 

基金 国（Ａ） (千円) 

815 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

408 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,223 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

3,306 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.１５（医療分）】 

女性医師就業支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,204 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県内の女性医師は増加傾向にあることから、働きやすい環境整備を進

め、出産・育児等による離職防止、キャリア継続を支援していく必要があ

る。 

アウトカム指標 

県内病院の女性医師数：166 人（R1）→174 人（R2） 

（令和５年度計画） 

県内病院の女性医師数の増加：207 人（R4）→208人以上（R5） 

事業の内容 出産・育児等で一時的に業務を離れた女性医師が復職しやすい研修や就

業環境のプログラムを提供することで復職を支援し、ホームページ等を通

じた情報の提供など、若手を中心とした女性医師の就業を支援すること

で、若手医師の確保を図る。 

また、女性医師が働きやすい環境整備を促進することにより、就業の継

続、復職を支援するため、女性医師の就業環境の改善、充実に必要なハー

ド事業の実施経費を補助する。 

アウトプット指標 ・キャリア形成・継続のための研修会・交流会参加者：20人 

・医学科学生キャリア教育の実施（２回）：210 人 

・女性医師の就業環境整備：２箇所 

（令和５年度計画） 

・キャリア形成・継続のための研修会・交流会参加者：15人 

・医学科学生キャリア教育の実施：200人（２回） 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

女性医師のキャリア支援や働きやすい職場環境づくりを支援することで

就業継続を図り、女性医師数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,204 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

2,383  
基金 国（Ａ） (千円) 

2,383 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,191 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,574 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

630 

備考 基金における支払見込額 

R2:1,608 千円、R5：1,966 千円 



 

1 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１６（医療分）】 
新人看護職員研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

79,172 千円 
事業の対象となる医療
介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 県立中央病院、岩美病院等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護
ニーズ 

○ 医療の高度化や医療安全に対する意識の高まりなど、県民ニーズの変

化を背景に、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と看護基礎教育で

習得する看護実践能力との間に乖離が生じ、新人看護職員の離職理由

の一因となっている。 

○ 新人看護職員を採用した県内病院の多くは新人看護職員研修事業を実

施しているが、組織的な体制づくりや研修方法、研修時間等は各病院に

任されており、研修内容に差がある。 

○ 新人採用が少ない病院や小規模病院等は、自病院で十分な新人研修を

実施しにくい状況にある。 

アウトカム指標： 

新人看護職員の離職率の低下 5.7%（R1）→4.2%（R2） 

（令和３年度計画） 

 新人看護職員の離職率の低下 4.2%（R2）→4.1%（R3） 

（令和５年度計画） 

 新人看護職員の離職率の低下 7.2%（R4）→7.1%以下（R5） 

事業の内容 新人看護職員の早期離職防止、質の向上を図るため、国の示した「新人

看護職員研修ガイドライン」に基づき、基本的な臨床実践能力を獲得する

ための研修を実施する病院等に補助する。 
また、全ての新人が必要な研修を受けることができるよう、新人看護職

員研修を自施設で完結できない医療機関の新人看護職員を受け入れた病院

及び新人看護職員を派遣した病院に対し補助する。 
更に、病院等が行う研修の充実を図るとともに、新人育成における施設

間の格差をなくすため、新人看護職員の研修を行う教育担当者・実地指導

者に対する研修を実施する。 

アウトプット指標 ・新人看護職員研修の研修者数（３００人） 
・研修施設数（２０施設） 
（令和３年度計画） 
・新人看護職員研修の研修者数（３００人） 
・研修施設数（２０施設） 
（令和５年度計画） 
・新人看護職員研修の研修者数（１８５人） 
・研修施設数（２２施設） 

アウトカムとアウトプ
ットの関連 

新人看護職員研修の充実により、新人看護職員の離職率の低下を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

79,172 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

15,802 

基金 国（Ａ） (千円) 

26,918 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

   13,460 

民 (千円) 

11,116 



 

2 
 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

40,378 

うち受託事業等

（再掲） 
(千円) 

4,684 
その他（Ｃ） (千円) 

38,794 

備考 基金における支払見込額 

R2:11,293 千円、R3：10,490 千円、R5：18,595 千円 

 

  



 

3 
 

 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１７（医療分）】 
認定看護師及び認定看護管理者養成研修受講

補助事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,665 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 県立厚生病院、米子医療センター等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

・高度化・専門化する医療や多様化するニーズに対応するため、高い専門

性を有する認定看護師の養成が必要。 

・より質の高い組織的看護サービスの提供及び看護職員が働き続けられる

職場環境改善を図るため、認定看護管理者の養成が必要である。 

アウトカム指標 

県内就業看護職員数 9,954 人（H30）→10,228 人（R4） 

（令和３年度計画） 

・県内の看護師数の増加：10,234 人（R2）→10,314 人（R4） 

・看護職員の離職率の低下：7.4%（R2）→7.3％（R3） 

事業の内容 ・看護ケアの向上を図るため、認定看護師の養成に係る経費の助成を行 

う。 

・認定看護管理者の配置を促進することにより、質の高い組織的看護サー 

ビスの提供及び看護職員が働き続けられる職場環境改善を図るため、認 

定看護管理者の養成に係る経費の助成を行う。 

アウトプット指標 認定看護師養成研修受講者 ８人／年 

（令和３年度計画） 

・認定看護師養成研修受講者 ８人／年 
・認定看護管理者養成研修受講者２人／年 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

・看護ケアの向上を図るため、認定看護師の養成に係る経費の助成を行う。 
・認定看護管理者の配置を促進することにより、質の高い組織的看護サー

ビスの提供及び看護職員が働き続けられる職場環境改善を図るため、認

定看護管理者の養成に係る経費の助成を行う。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
 (千円) 

3,665 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  (千円) 

2,321 

基金 国（Ａ）  (千円) 

2,321 

都道府県 

（Ｂ） 
 (千円) 

1,161 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） 3,482 うち受託事業等 

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ）  (千円) 

183 

備考 基金における支払見込額 

R2:867 千円、R3：2,615 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１８（医療分）】 

看護教員養成支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

961 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部 

事業の実施主体 看護職員養成施設等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域の実情に応じた医療提供体制を構築していくために、看護教員の資質

向上を図り、養成所における看護教育の質を高めることで、将来必要とさ

れる看護職員を確保する必要がある。 

アウトカム指標 

県内養成施設の卒業生の県内就業率 64.4％（R1）→70.0％（R2） 

事業の内容 ・看護教員養成及び確保のため、看護教員養成講習会受講に係る経費、

大学で実施する看護教員の資格取得に必要な専門講座を受講する看護

師を派遣する病院に対して必要な経費について補助する。 
・看護教員を対象とした資質向上を図るための研修等を開催するための

経費に対する支援を行う。 

アウトプット指標 ・看護教員養成講習会受講者数：２人  
・全県内看護師養成所の研修会受講参加（全９機関） 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

看護教員養成講習会に派遣し、養成校の看護教員の確保を行うとともにス

キルアップ研修により、看護教員の質を向上し、県内医療を支える看護職

員の育成・確保を行う。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

961 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

587 

基金 国（Ａ） (千円) 

587 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

294 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

881 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

80 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１９（医療分）】 

実習指導者養成支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

888 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 智頭病院、倉吉病院等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

看護学生の実習受入れに必要な実習指導者の育成を行うことは、看護

師の育成には重要であり、実習指導者を養成し、看護職員及び看護学生

の資質の向上を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

 県内養成施設の卒業生の県内就業率 64.4％（R1）→70.0％（R2） 

事業の内容 ・病院や病院以外における看護実習の充実を図るための実習指導者養

成講習会を開催するとともに、実習指導者の資質向上を図り、実習

体制整備を図るためのフォローアップ研修を行う。 
・看護学生への臨地実習指導を充実させ、質の高い看護師養成を行う

ため、実習指導者養成に係る研修受講経費の助成を行う。 

アウトプット指標 ・施設講習会受講施設数：２０施設 
・看護実習指導者の養成数：３０人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

実習指導者を養成することにより、看護学生を受け入れる実習施設が

増え、臨地実習における指導体制が充実するとともに、実習を通じて、

実習施設の地域医療における役割や、働きがいを伝えることで、看護学

生の卒後の県内就業を促進し、看護職員の人材確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

888 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

534 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

266 

民 (千円) 

534 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

800 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

534 

その他（Ｃ） (千円) 

88 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２０（医療分）】 

医師等環境改善事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

91,945 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取赤十字病院、三朝温泉病院、博愛病院等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医師・看護師にとって、事務作業が負担となり、診療等の業務に支障をきた

している。 

アウトカム指標： 

医師の時間外勤務の縮減 １人あたり５５０時間／年以内（R1：６０８時間

／年） 

（令和４年度） 

・補助対象施設における医師の時間外勤務時間：１人あたり 582.84 時間／ 

年以内 

事業の内容 医師事務作業補助者等の導入（人員）増加や ICT の活用など医療機関に

おける勤務環境改善に係る取組に対して支援する。 

アウトプット指標 医療クラークの雇用：30 名（R2） 

（令和４年度） 

・医療クラークの雇用：20 名（R3：18 名） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医師等の業務サポートを行う医療クラークの人員の増加、医療機関におけ

る ICT の活用により、医療従事者の業務省力化、効率化、並びに勤務環境改

善につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

91,945 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

7,295 

基金 国（Ａ） (千円) 

29,422 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

14,712 

民 (千円) 

22,127 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

44,134 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

47,811 

備考 基金における支払見込額 

R2：30,438 千円、R4：13,696 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２１（医療分）】 

病院内保育所運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

225,915 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 清水病院、野島病院、博愛病院、大山リハビリテーション病院、山陰労

災病院、鳥取大学医学部附属病院等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

後期高齢者数がピークになると予想される２０２５年には、看護職員

需給推計の結果、１０４０１人の看護職員の供給を見込んでいる。この

供給数を確保するに当たって、出産・育児を理由とした離職の発生を抑

制することで、離職率の増加を抑制し、医療現場において看護師が育児

をしながら安心して働くことができる体制を確保していく必要があ

る。 

アウトカム指標 

看護職員（40 歳未満）の離職率の低下：7.5%（R1）→7.1%（R2） 

事業の内容 子育て中の看護職員等の医療従事者が安心して働くことができるよう

にするとともに、看護職員等の離職防止及び再就業支援を促進するた

め病院内保育所の運営を行う。 

アウトプット指標 病院内保育施設を運営する病院への補助（９病院） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

院内保育施設の運営を支援することにより、子育てしながら働きやす

い環境を整備し、看護職員の出産・育児による離職防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

225,915 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

12,452 

基金 国（Ａ） (千円) 

19,579 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,790 

民 (千円) 

7,127 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

29,369 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

196,546 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２２（医療分）】 

地域医療連携研修会開催支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

12,431 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療計画において、４疾病６事業については、地域において切れ目のない

医療提供体制の構築により、県民が安心して医療を受けられるようにする

ことが求められているため、病院、診療所、訪問看護ステーション等の連

携の推進及び、高度・多様化する医療、救急・災害時に対応できる医療人

材の育成を支援する必要がある。 

アウトカム指標： 

MCLS 及び ETS インストラクター数 114 名（R1）→117 名（R2） 

（令和５年度計画） 

４疾病における死亡者数の減少（人口 10 万人あたり）：計 519 人（R4）→

計 518 人以下（R5） 

事業の内容 ４疾病６事業に関して、地域の医療機関連携のもと実施する資質向上等の

ための研修会等の開催に対し、補助する。 

アウトプット指標 地域医療連携研修会の開催（３５回／年） 
（令和５年度計画） 
地域医療連携研修会の開催（２５回／年） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療機関等の連携による研修会の開催により、医療人材の資質向上、災害

時等の医療連携に係る従事者が養成され、医療機関の連携強化、医療の質

の向上が図られる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

12,431 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

5,086  
基金 国（Ａ） (千円) 

5,801 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,901 

民 (千円) 

715 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

8,702 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

3,729 

備考 基金における支払見込額 

R2：278 千円、R5：8,424 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２３（医療分）】 

中部圏域における安全・安心な内視鏡手技習得

支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,790 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県中部 

事業の実施主体 鳥取県立厚生病院 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

○県立厚生病院は中部保健医療圏で唯一の基幹型臨床研修病院であり、

H29 に臨床研修・教育センターを設置し、研修・見学生を受入れるとと

もに、臨床研修プログラム等の実施を通じ中部圏域における医療人材の

確保、能力向上に積極的に取り組んでいるところ。 

○中部圏域の病院医師数充足率は 7 割程度と他圏域と比較しても最も低

く、とりわけ消化器内科医は必要数の 5割しか充足できていない。 

○不足する消化器内科医の技術向上を図るとともに、将来的な圏域の医師

を確保するため、初期研修医の増加を図る必要がある。 

○中部圏域に医師を呼び込むためには、研修医にとって医療の最新知識や

技術の習得にふさわしい環境を整備するとともに、地域の医師の技術研

鑽のための研修の場づくりが求められている。 

アウトカム指標 

初期研修医受入数：２人（R1.4）→４人（R3.4） 

事業の内容 中部圏域における消化器内科医の手技向上、臨床研修医等の育成体制の

充実を図るために必要な設備整備を支援する。 

アウトプット指標 ・整備施設数：１病院（R2 年度） 

・実習生、見学者数：６０人（R2年度） 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

実習生、見学者に臨床研修先として選択される魅力的な研修環境を整備す

ることで、将来的に圏域の医療を担う可能性のある初期研修医の増加を図

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,790 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

3,264 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,264 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,631 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,895 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

4,895 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２４（医療分）】 
寄附講座（鳥取大学医学部地域医療学講座）開設

事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

39,357 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域医療に貢献する人材育成と地域医療の発展のため、地域医療の実践と

研究、教育を行うとともに、地域医療を志す医師を支援する必要がある。 

アウトカム指標： 

病院勤務医師数の増加 1,137 人（R1）→1,171 人（R2 年度） 

事業の内容 鳥取大学が設置する地域医療学講座に寄附を行うことにより、以下の事業

を行う。 

（１）地域医療に貢献する人材の育成 

・地域医療に関する講義及び臨床実習 

・地域枠の学生に対する地域医療マインド醸成のための企画の立案、実施 

・地域枠等の学生への面談実施及びキャリア形成支援 

・地域の医療機関、教育関連病院及び診療教育拠点での実習教育の企画・

実施並びに他の臨床講座や社会医学講座、行政等との調整 

（２）地域医療に関する実践 

・地域の医療機関及び診療教育拠点等での実習教育 

（３）地域医療に関する研究 

・地域医療体制、臨床疫学、地域医療教育及び地域医療に貢献する人材育

成などに関する研究 

・研究成果の公表及び普及 

アウトプット指標 奨学生の県内定着者数の増加 54 人（R1年度）→70 人（R2 年度） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域医療の実践と研究、教育を行うとともに、地域医療を志す医師を支援

することにより、県内病院に勤務する医師数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

39,357 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

20,991 

基金 国（Ａ） (千円) 

20,991 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

10,495 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

31,486 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

7,871 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２５（医療分）】 
勤務環境改善支援センター運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,322 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療現場の厳しい勤務環境を改善することで、医療人材の定着及び安定的

確保を図る。 

アウトカム指標 

・病院勤務医師数：1,161 人（R1）→1,171 人（R2 年度） 

・看護職員数：9,954 人（H30）→10,228 人（R4） 

・看護職員の 40歳未満離職率：7.2％（H30）→7.1％（R2） 

事業の内容 医師、看護師等の医療従事者の離職防止・定着促進を図ることを目指し、

勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するため、医療機関からの相談に

対し、情報提供や専門的な支援を行う。また、医療従事者の働き方改革に

ついての広報、研修等を行う。 

アウトプット指標 センターの支援により勤務環境改善計画や医師勤務時間短縮計画等を策定

する医療機関数：５医療機関 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療機関での勤務環境改善事業の取り組みを支援することで、病院勤務医

師の増加、看護職員の離職防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,322 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,548 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,774 

民 (千円) 

3,548 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,322 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

3,548 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２６（医療分）】 

小児救急電話相談事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,110 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児医療機関の診療時間外の小児救急医療体制を整備しているが、患者数

は増加傾向にあり、受診の必要のない患者の救急医療機関の受診や、軽症

患者の二次救急医療機関の受診など、医療関係者の負担が過重になってお

り、負担を軽減する必要がある。 

アウトカム指標： 

・小児初期救急医療機関の受診者数 

 18,457 人(R1)→20,500 人(R2) 
・二次救急医療機関の小児救急患者受入状況 

  17,361 人（R1）→16,500 人（R2）  

（出典：小児救急医療体制の現況調べ） 

事業の内容 夜間・休日の小児の急な病気、けが等について、緊急の受診の要否や対

処法等についての相談に対し、看護師や医師等が症状を聴取し、助言を

行う電話相談業務を委託により実施する。 

アウトプット指標 小児救急医療相談件数：7,000 件（R2 年度） 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

受診の要否や対処方法などについて相談できる体制を整備することによ

り、医療機関の適切な受診が促され、二次救急医療機関の負担が軽減する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,110 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

6,740 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,370 

民 (千円) 

6,740 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

10,110 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

6,636 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業区分５：介護従事者の確保に関する事業 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）基盤整備 

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【No.２（介護分）】 
介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置

等） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

173 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携の

推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの構築」

を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人)  

事業の内容 関係機関等との役割分担・連携等を進める協議会の開催 

アウトプット指標 協議会の開催 年３回 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

介護の事業者団体、職能団体、養成機関等との連携強化により、

介護人材確保の取組を充実させる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

173 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

116 

基金 国（Ａ） (千円) 

116 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

57 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

173 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）基盤整備 

（小項目）人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事   

     業 

事業名 【No.３（介護分）】 
人材育成等に取り組む事業所の認証評価制

度実施事業  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

748 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携の

推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの構築」

を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人)  

事業の内容 介護人材の育成・定着に取り組む事業所の認証・評価制度の運用 

アウトプット指標 認証評価制度の実施 2 事業所 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

認証評価制度創設により、個々の介護事業者の人材育成の取組状

況を求職者から見える化し、介護事業者のレベルアップ、介護職

への参入・定着促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

748 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

151 

基金 国（Ａ） (千円) 

498 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

250 

民 (千円) 

347 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

748 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

347 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介

護の職場体験事業 

事業名 【No.４（介護分）】 
若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象

とした介護の職場体験事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

0 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携の

推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの構築」

を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 夏休みにおける中高生の介護の仕事体験 

アウトプット指標 中高生の体験参加者 100 人 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

介護職場の見学や仕事体験により、高齢者や介護に対する理解を

深め、介護分野への進路選択を促す。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

0 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

0 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

0 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチ

ング機能強化事業 

事業名 【No.５（介護分）】 
多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じ

たマッチング機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,733 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会、鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携の

推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの構築」

を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 ・就職支援コーディネーターによる求職者、求人事業者等とのき

め細やかなマッチング 

・求職者や新卒予定者を対象とした就職フェアの実施 

・学生の進路選択を支援するための説明会等の実施 

アウトプット指標 ・就職支援コーディネーターの配置、相談支援 ２名 
・就職フェアを通じた就職者数 10 人 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

就職支援コーディネーターを配置することにより、介護分野への

新規就労、潜在介護福祉士等の再就職の支援を強化し、介護サー

ビス従事者の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,733 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,155 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,578 

民 (千円) 

5,155 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

7,733 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

4,618 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）介護に関する入門的研修、生活援助従事者研修の受講

等支援事業（介護に関する入門的研修の実施からマッ

チングまでの一体的支援事業） 

事業名 【No.６（介護分）】 
介護に関する入門的研修、生活援助従事者研

修の受講等支援事業（介護に関する入門的研

修の実施からマッチングまでの一体的支援

事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,560 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会、鳥取県老人保健施設協会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携の

推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの構築」

を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 ・介護助手導入支援事業 

アウトプット指標 ・介護助手導入 10 事業所 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

介護助手制度の導入を支援することにより、元気な高齢者等の介

護分野への新規就労の仕組みを構築し、介護サービス従事者の増

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,560 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,373 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,187 

民 (千円) 

2,373 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

3,560 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

1,950 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）外国人留学生及び特定技能１号外国人の受入環境整 

備事業 

事業名 【No.７（介護分）】 
外国人留学生及び特定技能１号外国人の受

入環境整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

458 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 介護サービス事業所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携の

推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの構築」

を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 ・鳥取県介護事業者による外国人留学生への奨学金支給に係る支

援 

アウトプット指標 ・外国人留学生への奨学金支給に係る支援利用事業所 １事業所 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

介護事業所による外国人への奨学金支給を支援することにより、

県内の介護サービス従事者の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

458 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

305 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

153 

民 (千円) 

305 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

458 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業 

事業名 【No.８（介護分）】 
多様な人材層に対する介護人材キャリアア

ップ研修支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

17,677 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県介護福祉士会、鳥取県作業療法士会、鳥取県老人保健施設

協会、鳥取県小規模多機能型居宅介護支援事業所連絡会、介護職

員や小規模事業所のグループ、鳥取県看護協会、鳥取県社会福祉

協議会、鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携の

推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの構築」

を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 ・若手介護従事者のモチベーション向上とネットワーク化を図る

研修の実施 

・介護福祉士国家国家取得に向けた「介護職員実務者研修」の受

講料支援 

・複数の介護職員や小規模事業所のグループによる取組支援 

・事業所の職員全体のレベルアップに向けた介護福祉士養成施設

教員の派遣・研修 

・介護職員等に対する喀痰吸引等研修実施委員会の開催・研修の

実施 

・新卒訪問看護師の育成モデルプログラムを活用した訪問看護師

の育成支援 

・介護職員のための看取り研修の実施 

アウトプット指標 ・若手従業者のための介護の未来創造研修 3 回 

・介護職員実務者研修受講者 60 人 

・介護職員・小規模事業所グループによる取組 3 グループ 

・介護福祉士養成施設教員の派遣を受けての全体研修参加者 

 25 回 500 人 

・喀痰吸引等を安全に行える介護職員等 120 人 

・新卒の訪問看護師 1 人 

・介護職員のための看取り研修参加者 1 回 100 人 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

介護事業所のキャリアアップ研修の支援等により介護職員等の新

規参入、定着を促進し、従事者数の増を図る。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

17,677 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

122 

基金 国（Ａ） (千円) 

11,785 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,892 

民 (千円) 

11,663 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

17,677 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

4,046 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修 

支援事業（介護支援専門員資質向上事業） 

事業名 【No.９（介護分）】 
多様な人材層に対する介護人材キャリアア

ップ研修支援事業（介護支援専門員資質向上

事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,661 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県介護支援専門員連絡協議会、鳥取県社会福祉協議会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携の

推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの構築」

を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 ・初任段階介護支援専門員支援（主任介護支援専門員の事業所訪

問による助言指導） 

・介護支援専門員研修の実施（実務・更新・主任・主任更新） 

アウトプット指標 ・初任段階介護支援専門員支援 10 事業所×３回 

・介護支援専門員研修 450 人 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

介護支援専門員の資質向上により、介護サービスの適切な提供を

図り、従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

14,661 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,774 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,887 

民 (千円) 

9,774 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

14,661 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士の再就職促進事業 

事業名 【No.１０（介護分）】 
潜在介護福祉士の再就職促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

811 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県社会福祉協議会、鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携の

推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの構築」

を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 ・介護の事業者団体等の潜在介護福祉士の再就職促進の取組 

 （離職介護福祉士等届出制度施行に伴う制度周知） 

・離職介護福祉士等届出制度等に係るシステム利用 

アウトプット指標 ・制度運用マニュアルの制定及び県内介護事業所への周知 1100

事業所 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

届出制度の周知を図り、離職後の介護分野への再就職支援を行い、

人材流出を防ぐ。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

811 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

541 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

270 

民 (千円) 

541 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

811 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

246 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質 

向上事業 

事業名 【No.１１（介護分）】 
地域包括ケアシステム構築に資する人材育

成・資質向上事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,816 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

・高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連

携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステム

の構築」を図る。 

・高齢者施設等で新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合

に事業所の迅速・的確な初動対応が必要となる。 

アウトカム指標：対人援助業務のスキルアップ・機能強化、感染

者等発生時における事業所の迅速・的確な初動対応体制の構築 

事業の内容 ・対人援助業務のスキルアップ・機能強化研修、連携強化研修 

・高齢者施設等で新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合

を想定した対応シミュレーション映像（動画）制作 

アウトプット指標 ・対人援助業務のスキルアップ・機能強化研修、連携強化研修 各

３回 

・対応シミュレーション映像（動画）の高齢者施設等への活用の

周知 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

・支援員派遣や研修会開催により、地域包括支援センター職員及

び生活支援の担い手の育成を行い、認知症高齢者等が安心して

暮らせる支援体制を構築する。 

・高齢者施設等が新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合

に迅速・的確な初動対応を行うため、シミュレーション映像（動

画）を活用して各高齢者施設等の初動対応体制の構築を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,816 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,211 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

605 

民 (千円) 

1,211 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,816 

うち受託事業等

（再掲） 
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その他（Ｃ） (千円) 

0 

(千円) 

1,211 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.１２（介護分）】 
権利擁護人材育成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,207 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取市、米子市、倉吉市、鳥取県社会福祉協議会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携

の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの

構築」を図る。 

アウトカム指標：市民後見人の配置による高齢者支援制度の構築 

全 3圏域 

事業の内容 ・市民後見人の養成・活動支援等 

・生活支援員の資質向上・育成のための研修 

アウトプット指標 ・市民後見人の養成 15 人 

・生活支援員の資質向上・育成のための研修 30 人×２回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

市民後見人の養成等により、認知症高齢者等が安心して暮らせる

支援体制を構築する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,207 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

4,394 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,805 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,402 

民 (千円) 

411 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

7,207 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）人材育成力の強化 

（小項目）新人介護職員に対するエルダー、メンター制度導入 

支援 

事業名 【No.１３（介護分）】 
新人介護職員に対するエルダー、メンター制

度導入支援 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,996 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 介護労働安定センター鳥取支部 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携

の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの

構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 介護の事業者団体等の労働環境・処遇の改善の取組支援  

（エルダー・メンター制度導入促進研修等） 

アウトプット指標 介護の事業者団体等の資質の向上の取組支援 8 団体 

アウトカムとアウトプット

の関連 

事業所へのコンサルタント派遣及びセミナー開催により、労働環

境・処遇の改善を促し、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,996 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,997 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

999 

民 (千円) 

1,997 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

2,996 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

     （介護ロボット導入支援事業） 

事業名 【No.１４（介護分）】 
管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促

進事業（介護ロボット導入支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

52,920 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 介護サービス事業所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携

の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの

構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 介護ロボットの導入支援 

アウトプット指標 （R2 年度実施事業）介護ロボットの導入 10 機器以上 

（R3 年度実施事業）介護ロボットの導入 55 機器以上 

（再掲）令和 3年度鳥取県計画 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護ロボットの導入により業務の負担軽減や効率化を図り、介護

サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

52,920 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

35,280 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

17,640   

民 (千円) 

35,280 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

52,920 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考 Ｒ２：１４，９２０千円 

Ｒ３：３８，０００千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

     （ＩＣＴ導入支援事業） 

事業名 【No.１５（介護分）】 
管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促

進事業（ＩＣＴ導入支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

15,837 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 介護サービス事業所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携

の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの

構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 ＩＣＴの導入支援 

アウトプット指標 （R2 年度実施事業）ＩＣＴの導入 6 事業所 

（R3 年度実施事業）ＩＣＴの導入 116 事業所 
（R4 年度実施事業）ＩＣＴの導入 116 事業所（再掲）令和元年

度鳥取県計画、令和 3年度鳥取県計画 
アウトカムとアウトプット

の関連 

ＩＣＴの導入により業務の負担軽減や効率化を図り、介護サービ

ス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

15,837 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,558 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,279 

民 (千円) 

10,558 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

15,837 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考 Ｒ２： ５，４５７千円 

Ｒ３：１０，３８０千円 

Ｒ４：運用益分に係る支出（総事業費に変更なし） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）外国人介護人材受入れ環境整備 

（小項目）外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業 

事業名 【No.１６（介護分）】 
外国人受入介護事業者等に対する学習強化

支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

0 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

県東部・県中部・県西部 

事業の実施主体 介護サービス事業所 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・介護連携

の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケアシステムの

構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 R7 年 12,520 人(H29 年 10,494 人) 

事業の内容 ・外国人受入介護事業者等に対する学習強化支援事業 

アウトプット指標 ・学習強化支援事業利用事業者 2 事業所 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護事業所による外国人への学習等を支援することにより、県内

の介護サービス従事者の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

0 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

0 

基金 国（Ａ） (千円) 

0 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

0 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

0 

うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考  

 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 

 

 


